
２０２３年（令和５年）度事業計画書 

 

 

５月８日に新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザと同等の５類へ移行するこ

とが決まり、経済活動含め平常が戻りつつある状況となりました。２０２３年度は、新型コ

ロナウイルスの感染に気をつけながら、外部会場を中心に出来るだけ広い会場を用いて予定

通り講習会等の開催を進めていく所存です。 

２０１９年より働き方改革関連法案が施行され、「働き方改革」は大企業だけでなく中小

企業にとっても重要な経営課題となっており、２０２３年４月１日からは猶予されていた時

間外労働６０時間を超える際、中小事業場にも割増賃金率５割以上が適用されます。さらに

２０２４年４月には建設業者、自動車運転者への労働時間等の基準が改正され、長時間労働

の是正や非正規社員と正社員との格差是正、女性活躍推進、高齢者雇用促進が求められてい

ます。労働人口が想定以上に減少し働き手不足が深刻化しているため、今後ますます多様な

働き方を可能にし、誰もが活躍できる社会を築くことが必要となります。このためにはＤ

Ｘ、ＩＴ等を活用した生産性向上がカギと考えられます。 

労働災害については、全体としては減少傾向ですが、２０２２年度は新型コロナによる労

災が急増しました。これを除いても前年度より増加しており、本年度から新たに開始する愛

知労働局の「第１４次労働災害防止推進計画」の達成に向け、労働災害防止への一層の努力

が求められます。 

 このような中、当協会は引き続き「誰もが活躍できる社会」「安心・安全・健康に働ける

職場づくり」を目指し、行政当局はじめ会員、関係団体のご指導、ご支援のもと、「働き方

改革」の普及促進、労働条件の確保・改善及び自発的に安全衛生対策に取り組むための意識

啓発、労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策推進など「第１４次労働災害防止推進

計画」を中心とした安全と健康確保対策などの事業を実施していきます。本年も愛知県内各

労働基準協会、関係団体との連携を一層密にしながら、会員皆様の要望にお応えすべく各種

事業活動を展開していきます。 

１．働き方改革推進及び労働条件の確保・改善に係る事業 

名古屋南労働基準監督署、愛知労働局などの協力を得ながら、ハラスメント防止、時間

外労働の上限規制、両立支援など、働き方改革及び関連法の普及促進、企業支援に努めて

いくとともに、労働関係諸法令の普及に努めていきます。 

２．労働安全衛生関係事業 

第１４次労働災害防止推進計画の目標達成を踏まえ、愛知労働局が進めている自発的な

安全衛生対策に取り組むための意識啓発、リスクアセスメントの普及促進、労働者の作業

行動に起因する労働災害防止対策の推進、安全衛生に係る法改正事項の普及など、事業場

の安全衛生活動の向上を支援する活動を展開していきます。法改正に対応した技能講習、

特別教育を、ご要望に応えられるよう対応していきます。 

３．労働者災害補償保険関係事業 

労働保険事務組合及び建設自営業者組合の適正・迅速かつ着実な運営に努め、労働保険

適用促進活動を展開していくとともに、会員への労災保険に係る情報提供を行い、企業の

「安心して働ける職場づくり」を支援していきます。 

以上に加え、会員への情報提供の中心となる会報「ＳＯＵＴＨみなみ」とホームページの

さらなる充実、労働・安全衛生等情報の普及啓発、安全衛生・労務管理関係教育用ＤＶＤの

拡充と会員への無料貸出しなど、一層の会員サービス向上に努めてまいります。 



部会名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

● ● ● ● ● 5 回 (5)

・会員加入の促進 ● ● ● 3 回 (3)

● 1 回 (1)

● 1 回 (0)

・会員向けサービスの充実 1 回 通年 (新)

1 回 通年 (新)

1 回 通年 (1)

・会報｢ＳＯＵＴＨみなみ｣の充実 合計 13 回 (10)

☆会員向けサービス充実と非会員への入会促進

☆会報“ＳＯＵＴＨみなみ”の掲載内容の多様化

・働き方改革の推進 ☆ホームページを活用した情報の発信

働き方改革関連法の周知
多様な働き方対応の周知 ☆働き方改革関連法、多様な働き方、健康確保対策等の制度の講習開催

健康確保対策に向けた制度周知
☆労働問題全般にわたる相談対応（愛知県下各労働基準協会共通の労働相談室開設・利用）

☆行政機関との連携・協力

・関係機関との連携と協力 ☆愛知県下各労働基準協会との連携・協力

☆中央労働災害防止協会・中部安全衛生サービスセンターとの連携

（ ）は2022年度実施回数

（2023年4月1日～2024年3月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　月　別
　事　業　名

役 員 会

摘　　要

労 働 ・ 安 全 衛 生 等 情 報 の 普 及 啓 発

安 全 衛 生 祈 願 祭

総　務　部　会２０２３年度　事業計画書（各部会別）

基　本　方　針

総
　
　
　
　
　
　
　
務
　
　
　
　
　
　
　
部
　
　
　
　
　
　
　
会

部 会

第 １ １ 回 定 期 総 会
5/12 ホテル
　メルパルク名古屋

働 き 方 改 革 推 進 へ の 支 援 ←　　　通年　　　→

労 働 関 係 相 談 へ の 対 応 ←　　　通年　　　→

←　　　通年　　　→



部会名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

● ● 2 回 (2)

ア ー ク 溶 接 特 別 教 育 ● ● ● ● ● 5 回 (5)

低 圧 電 気 取 扱 特 別 教 育 ( 学 科 ) ● ● 2 回 (2)

低 圧 電 気 取 扱 特 別 教 育 ● ● ● ● 4 回 (4)

高圧･特別高圧電気取扱特別教育(学科) ● ● ● ● ● 5 回 (6)

自 由 研 削 と い し 特 別 教 育 ● ● ● ● 4 回 (6)

プ レ ス 作 業 特 別 教 育 ● ● ● ● ● 5 回 (4)

安 全 管 理 者 選 任 時 研 修 ● ● ● ● ● ● 6 回 (6)

安 全 衛 生 推 進 者 養 成 講 習 会 ● ● ● ● ● ● 6 回 (7)

職 長 等 監 督 者 教 育 (製造業 ) ● ● ● ● ● ● 6 回 (7)

職長･安全衛生責任者教育(建設業) ● ● ● ● ● 5 回 (5)

新 入 社 員 安 全 衛 生 教 育 ● 3 回 (3)

雇 入 時 安 全 衛 生 教 育 ● ● 2 回 (2)

足 場 の 組 立 て 等 特 別 教 育 ● ● ● ● 4 回 (4)

フ ル ハ ー ネ ス 型 特 別 教 育 ● ● ● ● ● ● ● 7 回 (12)

職長･安全衛生責任者能力向上教育 ● 1 回 (2)

フ ォ ー ク リ フ ト 運 転 業 務 従 事 者
安 全 衛 生 教 育

● ● 2 回 (2)

安全衛生関係改正法令への対応 丸 の こ 等 取 扱 作 業 従 事 者 教 育 ● ● 2 回 (3)

● ● ● ● 4 回 (4)

● ● 2 回 (1)

安全衛生教育の充実 ● 1 回 (1)

法改正等に対応した適時の教育 ● 1 回 (1)

愛知県下各労働基準協会との連携 ● 2 回 3支部2会場 (2)

強化 ● 1 回 6/1～30 (1)

● 1 回 7/1～7 (1)

日本クレーン協会講習会受付協力 ● 1 回 12/1～12/31 (1)

合計 84 回 (94)

愛知労働基準協会講習会受付協力 玉掛け技能講習とクレーン運転業務特別教育併合講習会（３回予定）

（ ）は2022年度実施回数

（2023年4月1日～2024年3月31日）

基　本　方　針 摘　　要

全 国 産 業 安 全 衛 生 大 会

全 国 安 全 週 間 準 備 期 間 協 力

全 国 安 全 週 間 協 力

部 会

危 険 予 知 訓 練 実 技 講 習 会

9/27～29 名古屋市

安　全　部　会

リ ス ク ア セ ス メ ン ト 研 修 会

安
全
衛
生
法
定
教
育

　　　　　　　　　　　　　　　　月　別
　事　業　名

安
　
　
　
　
　
　
　
全
　
　
　
　
　
　
　
部
　
　
　
　
　
　
　
会

第１４次労働災害防止推進計画に
基づく安全対策の推進

　・重点業種対策
　　a 陸上貨物運送業
　　　荷役作業安全対策
　　b 建設業
　　　墜落・転落災害防止対策
　　c 製造業
　　　はさまれ・巻き込まれ対策

　・就業環境の変化及び働き方の多
　　様化に対応した労働災害防止対
　　策推進
　　a 労働者の作業行動に起因する
　　　対策
　　b 高年齢労働者対策
    c 外国人労働者対策

　・安全衛生管理体制、安全衛生活
　　動の強化
　　a リスクアセスメントの普及促
　　　進
　　b 労働安全衛生マネジメントシ
　　　ステムの普及

会報やホームページでの周知、
教育

労働安全衛生スキルアップセミナー

職 場 の 年 末 安 全 衛 生 推 進 運 動

全 国 安 全 週 間 説 明 会



部会名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

● ● 2 回 (2)

酸素欠乏･硫化水素危険作業主任者 ● ● ● ● ● ● 6 回 (6)

有 機 溶 剤 作 業 主 任 者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12 回 (15)

特定化学物質及び四アルキル鉛等
作 業 主 任 者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12 回 (22)

石 綿 作 業 主 任 者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11 回 (3)

金属アーク溶接等作業主任者限定 ● ● ● ● 4 回 (新)

安 全 衛 生 推 進 者 養 成 講 習 会 ● ● ● ● ● ● 6 回 (7)

衛 生 推 進 者 養 成 講 習 会 ● ● 2 回 (2)

化 学 物 質 管 理 者 専 門 的 講 習 ● ● ● ● ● ● 6 回 (新)

化 学 物 質 管 理 者 研 修 ● ● ● ● 4 回 (新)

粉 じ ん 作 業 特 別 教 育 ● ● ● 3 回 (4)

酸 素 欠 乏 等 危 険 作 業 特 別 教 育 ● ● 2 回 (2)

新 入 社 員 安 全 衛 生 教 育 ● 3 回 (3)

雇 入 時 安 全 衛 生 教 育 ● ● 2 回 (2)

振動工具取扱作業者安全衛生教育 ● 1 回 (1)

有機溶剤業務従事者安全衛生教育 ● 1 回 (新)

熱 中 症 予 防 管 理 者 研 修 ● 1 回 (1)

安全衛生関係改正法令への対応 保 護 具 着 用 管 理 責 任 者 教 育 ● ● ● 3 回 (新)

● 1 回 (1)

● 1 回 (新)

安全衛生教育の充実 ● 1 回 (1)

法改正等に対応した適時の教育 ● ● ● ● ● ● 6 回 (6)

愛知県下各労働基準協会との連携 ● 1 回 (1)

強化 ● 1 回 (1)

● 2 回 3支部2会場 (2)

愛知労働基準協会講習会受付協力 ● 1 回 9/1～30 (1)

● 1 回 10/1～7 (1)

● 1 回 12/1～12/31 (1)

1 回 通年 (1)

合計 98 回 (86)

（ ）は2022年度実施回数

全 国 労 働 衛 生 週 間 準 備 期 間 協 力

愛知産業保健総合支援センター事業協力

　・労働者の健康確保対策の推進
　　a メンタルヘルス対策
    b 過重労働対策
　　c 産業保健活動の推進

　・化学物質等による健康障害防止
　　対策の推進
　　a 化学物質による健康障害防止
　　b 石綿、粉じんによる健康障害
　　　防止
　　c 熱中症、騒音による健康障害
　　　防止
　　d 電離放射線による健康障害防
　　　止

←　　　通年　　　→

衛
　
　
　
　
　
　
　
生
　
　
　
　
　
　
　
部
　
　
　
　
　
　
　
会

衛 生 管 理 者 受 験 準 備 勉 強 会

技
能
講
習

安
全
衛
生
法
定
教
育

全 国 産 業 安 全 衛 生 大 会

　・安全衛生管理体制、安全衛生活
　　動の強化
　　a リスクアセスメントの普及促
　　　進
　　b 労働安全衛生マネジメントシ
　　　ステムの普及

（2023年4月1日～2024年3月31日）

摘　　要

全 国 労 働 衛 生 週 間 協 力

金属アーク溶接作業規制強化に係る説明会

熱 中 症 予 防 教 育

メ ン タ ル ヘ ル ス セ ミ ナ ー

全 国 労 働 衛 生 週 間 説 明 会

労働安全衛生スキルアップセミナー

会報やホームページでの周知、
教育

9/27～29 名古屋市

職 場 の 年 末 安 全 衛 生 推 進 運 動

　　　　　　　　　　　　　　　　月　別
　事　業　名

第１４次労働災害防止推進計画に
基づく健康確保対策の推進

衛　生　部　会

部 会

基　本　方　針



部会名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

● ● 2 回 (2)

労災補償対策の推進 ● 1 回 (1)

年 度 更 新 業 務 1 回 (1)

概 算 第 １ 期 業 務 1 回 (1)

概 算 第 ２ 期 業 務 1 回 (1)

概 算 第 ３ 期 業 務 1 回 (1)

労働保険事務組合の委託促進 年 度 更 新 準 備 期 業 務 1 回 (1)

・ 迅速な事務処理、適正な対応
雇 用 保 険 被 保 険 者 に 関 す る 業 務 1 回 通年 (1)

適 用 に 関 す る 業 務 1 回 通年 (1)

建設自営業者組合の加入促進 1 回 通年 (1)

・ 迅速な事務処理、適正な対応
1 回 通年 (新)

1 回 7/10迄 (1)

労災関係団体との協力 ● 1 回 11/1～11/30 (1)

合計 14 回 (13)

（ ）は2022年度実施回数

労 災 保 険 実 務 講 習 会

（2023年4月1日～2024年3月31日）

基　本　方　針

部 会

労 働 保 険 加 入 促 進 ←　　　通年　　　→

労 働 保 険 申 告 書 集 合 受 付 協 力

←　　　通年　　　→

　　　　　　　　　　　　　　　　月　別
　事　業　名

・
・
・

・

労働保険料等の適正徴収の推進
労災かくしの排除対策の推進
脳・心臓疾患の労災認定基準改
正等
関係法令の周知

摘　　要

労　災　部　会

建 設 自 営 業 者 組 合 取 扱 業 務 ←　　　通年　　　→

労
働
保
険
事
務
組
合
取
扱
業
務

←　　　通年　　　→

労 働 保 険 適 用 促 進 月 間 協 力

労
　
　
　
　
　
　
　
災
　
　
　
　
　
　
　
部
　
　
　
　
　
　
　
会



部会名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

● ● 2 回 (2)

● ● 3 回 (4)

働き方改革関連法の周知
働き方改革推進企業への支援 ● ● 2 回 (3)

● ● ● 3 回 (新)

● 1 回 11/1～11/30 (1)

1 回 通年 (新)

1 回 通年 (1)

合計 13 回 (12)

（ ）は2022年度実施回数

　1.各部会の計画の他、会員事業場の要望による講習会、研修会等、又、法令の改正等、周知徹底の必要のある場合、専務理事 事務局長の判断によりこれを実施することがある。

　2.業務の都合により、日程を専務理事 事務局長の判断により変更することがある。

過重労働防止・長時間労働削減対
策

部 会

労 務 管 理 部 会

ビ ジ ネ ス マ ナ ー 研 修

摘　　要基　本　方　針
　　　　　　　　　　　　　　　　月　別
　事　業　名

各 労 働 基 準 協 会 事 業 協 力

労 働 ・ 安 全 衛 生 等 情 報 の 普 及 啓 発

←　　　通年　　　→

「働き方改革」の推進

←　　　通年　　　→

（2023年4月1日～2024年3月31日）

ハ ラ ス メ ン ト 防 止 対 策

労
　
　
　
　
務
　
　
　
　
管
　
　
　
　
理
　
　
　
　
部
　
　
　
　
会

労 務 管 理 講 習 会

過 重 労 働 解 消 キ ャ ン ペ ー ン

長時間労働の抑制、時間外労働
の上限規制に向けた取組の推進
労働時間管理の適正化
時間外労働の上限規制適用猶予
の事業者（建設事業、自動車運
転、医師）への法改正周知

・

・
・

仕事と家庭の両立支援

一般労働条件の確保・改善対策の
推進

法定労働条件確保対策の推進
賃金不払い・解雇等に対する的
確な対応の推進
労働契約に関する基本的なルー
ルの周知徹底
未払賃金立替払制度の周知
最低賃金・家内労働対策の推進
関係法令の周知

・
・

・

・
・
・

総合的ハラスメント対策の推進

・
・

 
・

・

改正育児・介護休業法の周知
男女雇用機会均等法、労働施策
総合推進法、女性活躍推進法周
知
パートタイム労働法、労働契約
法、労働者派遣法の改正周知
治療と仕事の両立支援

派遣労働者､パートタイム労働者､
有期雇用労働者等の適正な労働条
件の確保対策の推進


